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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、法と経済学に関して、法哲学を基軸としつつ経済哲学的・実定法学的な視点も
導入した学際的視座から、総合的かつ多角的な考察を実施した。①学問方法については、効率
性・正義等の基本概念の分析、経済学的法観念と法学的法観念の比較検討、経済学的人間モデ
ルの吟味、法解釈学の射程の論定、厚生経済学の批判的精査を、②学問対象については、経済
学的研究が従来未開拓だった公的扶助、学校教育、民事訴訟での立証責任分配に関する分析を
行った。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This research project is intended to inquire into the foundations and frontiers of the 
field of law and economics in a multi-disciplinary way, by employing the methods of general 
jurisprudence, specific areas of law, and economic theory. As to the methodological 
foundations of law and economics, our research included an analysis of the basic concepts 
of efficiency and justice, a comparison between economic and jurisprudential conceptions 
of law, an examination of the economic model of individual behavior, an assessment of 
several major methods of legal interpretation, and a scrutiny of conventional welfare 
economics. To explore the frontiers of the field, we discussed the issues of public 
assistance, school education, and civil procedures from an economic perspective. 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 法と経済学は、母国アメリカは元よりヨ
ーロッパ諸国でも、数十年間にわたって研究
対象を拡大しつつ著しく発展してきたが、そ
の方法論の検討は近年ようやく活発化しつ
つある。しかし、方法論に関する法哲学的視
点からの総合的・多角的研究はいまだ行われ
ていない。 
 
(2) わが国では、近年には法と経済学の研究
が様々な法領域で進展し、教科書等の公刊も
相次いでいるが、方法論的検討はごく少数に
とどまる。 
 
２．研究の目的 
(1) 上記１．のような国内外の研究状況を踏
まえ、法と経済学に関して、その方法論に重
点を置きつつ、法哲学を基軸としながら経済
哲学的および実定法学的な観点も導入して、
総合的・多角的な考察を行うことが、本研究
の目的である。 
 
(2) この抽象的目的は、3 つの具体的目標に
分節化される。①法と経済学における基本概
念等の分析、②法解釈学・経済学の方法論的
検討、③市場を視野に収めた法制度の経済理
論的な解明・構想である。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究では、法哲学を基軸としつつ、経
済哲学的および実定法学的な観点も導入す
る学際的方法を採用した。 
 
(2) 上記２．(2)の具体的目標を効果的に達
成するため、基礎概念班・法解釈方法班・制
度構想班を設けた。ただし、3 つの班が十分
な相互関連性を保たずに各々作業を進める
という事態を防止するため、研究分担者の一
部が複数の班に同時に所属するとともに、単
一の班に属する研究分担者も他の班に対し
て助言・支援を適宜行うという体制を整えた。
その上で、年に数回の全体会合を開催して、
班間の相互関連性と全体的統合性を常に維
持するよう努めた。 
 
(3) 研究期間の 3ヶ年度を、基礎作業段階
（2007 年度）、構築・展開段階（2008 年度）、
総合・完成段階（2009 年度）に分けて、計画
的に研究活動を推進した。①基礎作業段階で
は、文献の収集・分析を通じた学問的蓄積の
共有化および現在の研究状況の把握、法哲学
的・経済哲学的論点の析出に重点を置いた。
②構築・展開段階では、法哲学的・経済哲学
的な理論構築、共同討議による相互的な理論
彫琢、中間的成果の個別的発表を進めた。③
総合・完成段階では、中間的成果の個別的発
表の継続、各成果の有機的統合、最終的成果

の共同的発表を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 以上の研究活動の結果、まず基本概念や
他の基盤的論点について、①衝突が不可避だ
と従来想定されがちだった効率性と正義に
ついて、その両立さらには相互補完の可能性
が明らかとなった（宇佐美）。②法と経済学
が立脚する法観念と伝統的法学の法観念と
の多角的な比較検討により、両者の緊張関係
の諸側面が析出された（長谷川）。③規範意
識を組み込んだ人間モデルの必要性と、取引
費用の考慮の重要性とが示された（嶋津）。 
 
(2) 法解釈学・経済学の射程については、①
平井宜雄の法政策学および内田貴の法学方
法論の批判的検討を通じて、法解釈学の射程
を浮き彫りにされた（常木）。他方、②新厚
生経済学の厚生主義的前提がもつ限界が明
確となり、非厚生主義の導入により規範理論
を多元化する必要性が示された（吉原）。 
 
(3) 法制度の経済理論的な解明・構想として
は、①公的扶助について、実効性を焦点化す
る新古典派経済学の限界が示され、法学で重
視される妥当性も考慮する必要性が明らか
となった（後藤）。②公教育に関して、教育
という財の特殊性が機会の平等の観念にい
かなる含意をもつかが詳らかになった（那
須）。③民事訴訟について、アメリカの訴答
手続と濫訴の経済学的分析を参考に、日本法
の要件事実論が手続費用・過誤費用の観念に
より解明された（山田）。 
 
(4) 以上の研究成果は、最終成果発表シンポ
ジウム（東京工業大学、平成 21 年 10 月 3 日）
において発表された。本シンポジウムでは、
外部から招聘した 3名のコメンテータである
須賀晃一（早稲田大学）・橋本努（北海道大
学）・瀧川裕英（大阪市立大学）各氏による
コメントの後、フロアとの活発な討議が行わ
れた。 
 
(5) 上記のシンポジウムで発表された論文
およびコメントは、宇佐美誠編『法学と経済
学のあいだ：規範と制度を考える』勁草書房
（下記５．〔図書〕①）として 2010 年秋に公
刊される予定である。 
 
(6) 上記(4)・(5)の共同的な研究成果発表に
加えて、研究代表者・研究分担者は各々、雑
誌論文・学会等発表・図書により中間的成果
や密接に関連する研究成果を発表してきた
（下記５．）。 
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